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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１０月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２６年６月２日 ０２時４０分ごろ 

発生場所 新潟県村上市岩船港 

 岩船港第２西防波堤灯台から真方位０２３°１１７ｍ付近 

 （概位 北緯３８°１１.０′ 東経１３９°２５.１′） 

事故調査の経過  平成２６年６月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 白
はく

龍
りゅう

丸、９.７トン 

 ＨＫ２－２２９８９（漁船登録番号）、個人所有 

 １５.４５ｍ（Lr）×３.７９ｍ×１.４５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５０４kＷ、平成１７年６月１９日 

第２１０－５１９５２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３０歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免 許登録 日 平成１８年３月６日 

  免許証交付日 平成２３年３月３日 

         （平成２８年３月５日まで有効）   

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 バルバスバウ及び船首部外板に亀裂を伴う凹損 

消波ブロック なし 

 事故の経過  本船は、船長及び前船長である甲板員が乗り組み、平成２６年６月

１日０８時００分ごろ岩船港を出港し、同港の北西方沖でいか一本釣

り漁の操業後、２２時００分ごろ、帰るため、同港の北西方４７海里

（Ｍ）付近の漁場を発進した。 

船長は、単独で操船に当たり、ＧＰＳプロッターに記録していた岩

船港第２西防波堤灯台から２２５°（真方位、以下同じ。）０.１５Ｍ

付近の地点（以下「本件マーカー」という。）に向けて自動操舵と

し、約１１８°の針路、約９.５ノットの対地速力で航行した。 

船長は、操舵室左舷寄りに設置された椅子に腰を掛けて操船に当た

り、６Ｍレンジとしていたレーダーにより、岩船港の北西方約４～７

Ｍの海域で操業中の漁船群を認めたため、操舵を手動に切り替えて避
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航した後、ふだんのように眠気を感じた状態で手動操舵によって操船

を続けていたところ、入港まで約１５分の距離となる本件マーカーま

で約３.４Ｍの地点に達していることをＧＰＳプロッターで確認後、

いつしか居眠りに陥った。 

本船は、船長が居眠りした状態で航行を続け、２日０２時４０分ご

ろ岩船港第２西防波堤の沖側に設置された消波ブロックに衝突した。

船長は、衝撃で目が覚め、船首甲板の作業灯を点灯したところ、消

波ブロックが見えたため、衝突に気付き、昇橋してきた甲板員に負傷

がないことを確認し、機関を後進にかけて消波ブロックから離れ、岩

船港内の岸壁に係船した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 濃霧、風 なし、視界 不良 

海象：海上 平穏 

村上市には、本事故当時、濃霧注意報が発表されていた。 

 その他の事項 

 

本船は、日によって多少の差はあるものの、０３時３０分ごろ帰港

し、０６時ごろ荷揚げを行い、操業準備の後、０８時ごろ出港する操

業形態であり、乗組員は、帰港から荷揚げ開始までの２～３時間しか

睡眠をとることができなかった。なお、休日は、月曜日及び金曜日の

帰港後から翌朝の操業準備開始までの間であり、本事故当日が月曜日

で帰港後は休日の予定であった。 

本船は、漁場で操業中、船長が操船に、甲板員が漁獲物の選別、箱

詰めなどの作業にそれぞれ当たっており、船長は、甲板員に疲労が蓄

積しやすい状況であったため、甲板員に操船を交替することは可能で

あったが、主に単独で漁場までの往復航の操船に当たっていた。 

船長は、漁船群を避航し終え、入港まで約１５分の距離となる本件

マーカーまで約３.４Ｍの地点に達した頃から、気の緩みを感じてい

た。 

船長は、ふだんから眠気を感じた状態で操船に当たっていたが、こ

れまで居眠りすることがなかったため、本事故当時も居眠りすること

はないと思い、甲板員と操船を交替せずに操船を続けた。 

本船のレーダーは、障害物に接近すれば、警報が鳴る機能を備えて

おり、本事故当時、船長は、３Ｍの距離で警報が鳴るように設定して

いたが、本船が本件マーカーまで約３.４Ｍの地点に達したとき、岩

船港の防波堤等を感知して警報が鳴りっ放しとならないように警報を

切っていた。 

船長は、本事故当時、睡眠不足であったほかは体調は正常であり、

睡眠時無呼吸症候群と診断されたことや、急に意識を失ったことはな

かった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

あり 

なし 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

 本船は、岩船港北西方の漁場から同港へ向けて手動操舵で航行中、

単独で操船中の船長が居眠りに陥ったことから、岩船港第２西防波堤

の沖側に設置された消波ブロックに衝突したものと考えられる。 

 船長は、約２～３時間しか睡眠をとることができず、眠気を感じる

状態であったこと、及び操業中の他船を避航し終え、入港まで約１５

分の距離となる地点に達して気が緩んだことから、居眠りに陥ったも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、岩船港北西方の漁場から同港へ向けて手

動操舵で航行中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、岩船港

第２西防波堤の沖側に設置された消波ブロックに衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、眠気を感じた場合、操船を他の有資格者に交替するこ

と。 

 ・操船者は、目的地まで残り僅かな距離に達していても、目的地到

着まで気を緩めることなく操船を続けること。 

 


